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議会基本条例について

一般市民から、「議員に市政について負託しているが、議会は政策の提言なども何もせず、単に市長

の政策の追認をするだけだ。」との声があった。加えて議会改革の流れが全国的に高まってきた。

そこで、議会あるいは議員としての本来の職責を果たすため、議会改革が必要であり、制度づくりと

実践の真摯な取組みを明文化する議会基本条例を制定する動きとなった。

議会基本条例の立案に当たっては、平成18年1月合併後に議員間より提案があるなかで検討を始め
て、平成19年7月全員協議会において議会基本条例の最初の学習会を開催した。その後、議会運営
委員会による三重県議会や伊賀市議会の視察、更には有志での会津若松市議会等への先進地研
修を行いながら、全員協議会や種々の会議を通して研鑽を重ねていった。
平成20年12月議会で議会制度改革特別委員会を設置し、議会基本条例及び政治倫理条例の検討

を行った。
その後、平成21年5月1日～20日にパブリックコメントや行政回覧によって公表し、市民からの意見
募集を行ったうえで、寄せられた貴重な意見を参考にしながら更に検討をおこなった。
約２年間の立案・検討作業を経て、平成21年6月議会において「嬉野市議会基本条例」及び「嬉野

市政治倫理条例」を議員提出議案として上程し、全会一致をもって6月18日可決し、平成21年7月1日

から施行して今日に至っている。

背 景

経 過



制定までの歩み（概略）

平成19年7月27日 議会全員協議会（政治倫理条例、議会基本条例制定に向けた学習）

平成19年11月28日 安芸高田市議会に議会運営委員会による視察研修

平成19年12月～平成20年11月 議会制度改革についての検討

平成20年8月6日～7日 三重県議会及び三重県伊賀市に議会運営委員会による視察研修

平成20年12月5日 議会制度改革特別委員会を設置

平成20年12月17日 第１回議会制度改革特別委員会で議会基本条例の検討を始める

平成21年1月13日 大村市議会に視察研修

平成21年1月～5月 議会基本条例・政治倫理条例の草案を検討

平成21年5月1日～20日
議会基本条例(案)及び政治倫理条例(案)に対する
パブリックコメントを実施

平成21年5月下旬～6月上旬 意見をいただいた市民の方へ回答等を送付

平成21年5月下旬～6月上旬 市民の意見を参考に条例案を再検討し全員協議会で承認

平成21年6月18日 議会基本条例、政治倫理条例を議員発議し、可決、制定

平成21年7月1日 議会基本条例、政治倫理条例を施行



○すべての会議を原則公開とする。
○積極的かつ多様な場を設定し市民等と意見交換する。
○議会報告会を年１回以上開催する。
○市民等の意見を反映した政策立案に努め、政策提案の
拡大を図る。

○多様な広報手段を活用した情報提供を実施する。
○議案の賛否等を公表する。
○政務活動費の支出明細書、領収書及び視察報告書を
公開する。

○政策討論により政策提言を推進する。
○政策立案及び政策提言能力向上を目的とした研修を
実施する。

○市長等は、議員の質問に対して反問することができる。
○議会のあり方について、不断の評価と改善、定例の
検証を実施する。

市 民 参 加

議会機能強化

情 報 公 開

議会基本条例のポイント



第3章 市民と議会の関係

嬉野市議会基本条例の実践

☆すべての会議の原則公開

○本会議のケーブルTV及びインターネットによるライブ中継の

配信

○委員会の審議内容の全面公開

☆市民、市民団体、NPO等との意見交換

○各常任委員会の所管事項に関する

意見交換の実施

☆議会報告会の年1回以上の開催（年2回）

※開催実績：「これまでの議会報告会について」参照



これまでの議会報告会の実施状況 その１

回数 会名 期日 会場 参加人員

1回目 平成21年度 第1回議会報告会 平成21年11月9日～11月12日 小学校区 7ヵ所 214名

2回目 平成22年度 第1回議員とかたろう会 平成22年 5月31日～6月3日 小学校区 7ヵ所 232名

3回目 平成22年度 第2回議員とかたろう会 平成22年11月8日～11月11日 小学校区 7ヵ所 159名

4回目 平成23年度 第1回議員とかたろう会 平成23年5月23日～5月26日 市内 8ヵ所 169名

5回目 平成23年度 第2回議員とかたろう会 平成23年11月21日～11月25日 市内 8ヵ所 121名

6回目 平成24年度 第1回議員とかたろう会 平成24年7月23日～7月26日 市内 8ヵ所 221名

7回目 平成24年度 第2回議員とかたろう会 平成24年11月12日～11月15日 市内 8ヵ所 154名

8回目 平成25年度 第1回議員とかたろう会 平成 2 5年 7月 8日～ 7月 1 1日 市内 8ヵ所 143名

9回目 平成26年度 第1回議員とかたろう会 平成26年7月28日～7月31日 市内 8ヵ所 127名

10回目 平成26年度 第2回議員とかたろう会 平成26年11月25日～11月28日 市内 8ヵ所 135名



これまでの議会報告会の実施状況 その２

回数 会名 期日 会場 参加人員

11回目 平成27年度 第1回議員とかたろう会 平成 2 7年 5月 1 9日～ 5月 2 2日 市内 8ヵ所 167名

12回目 平成27年度 第2回議員とかたろう会 平成 27年11月24日～1 1月27日 市内 8ヵ所 105名

13回目 平成28年度 第1回議員とかたろう会 平成 2 8年 7月 1 9日～ 7月 2 2日 市内 8ヵ所 77名

14回目 平成28年度 第2回議員とかたろう会 平成 28年11月21日～1 1月24日 市内 8ヵ所 138名

15回目 平成29年度 第1回議員とかたろう会 平成29年7月24日 ,25日,27日 ,28日 市内 8ヵ所 120名

16回目 平成30年度 第1回議員とかたろう会 平成 3 0年 7月 2 3日～ 7月 2 6日 市内 8ヵ所 148名

17回目 令和元年度第1回議員とかたろう会 令和元年 10月 23日～1 0月2 4日 市内 2ヵ所 37名

18回目 令和2年度 第1回議員とかたろう会 令和2年11月11日 市内 2ヵ所 33名

令和3年度 第１回議員とかたろう会 中止

19回目 令和4年度 第1回議員とかたろう会 令和4年10月25日 市内 2ヵ所 41名



☆一般質問の通告制（一問一答）

質問制限時間９０分（質問回数制限なし）

＜一般質問の状況＞

・令和3年 6月議会 14名 ・令和3年9月議会 13名

・令和3年 12月議会 13名 ・令和4年3月議会 15名

・令和4年 6月議会 14名 ・令和4年9月議会 13名

・令和4年 12月議会 15名 ・令和5年3月議会 15名

☆議案質疑の通告制

☆反問権の付与・・・ 執行部全員に反問権の付与

第４章 行政と議会の関係



令和５年第1回嬉野市議会定例会 会期日程 会期：18日間 2月28日～3月17日

日 次 月 日 開議時間 区 分 日 程

第1日 2月28日(火) 午前10時 本会議 開会、議事録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、議
案一括上程、委員長報告

第2日 3月1日(水) 午前10時 委員会 常任委員会

第3日 3月2日(木) 午前10時 委員会 常任委員会

第4～8日 3月3日(金)～3月7日（火） 休 会

第9日 3月8日(水) 午前10時 本会議 追加議案上程、提案理由説明、議案質疑

第10日 3月9日(木) 午前10時 本会議 議案質疑

第11～14日 3月10日(金)～3月13日（月） 休 会

第15日 3月14日（火） 午前9時30分 本会議 一般質問(5人)

第16日 3月15日(水) 午前9時30分 本会議 一般質問(5人)

第17日 3月16日(木) 午前9時30分 本会議 一般質問(5人)

第18日 3月17日(金) 午後1時 本会議 議員発議、討論・採決、閉会



 政策討論会

平成23年11月に政策討論

会の運営、提言手続等に関
する告示（嬉野市議会政策
討論会要綱）を制定

 自由討議

・政策討論会

・議案質疑の分科会及び

全員協議会において実施

各常任委員会で検討した政策提案を政策討論会
において、『政策提言書』に取りまとめ、平成２４年
から執行機関に政策提言していた。
※平成29年度まで実施

第５章 自由討議の保障



政策討論、政策提言及び政策条例の実施状況

期日 会議名 内容

平成23年12月8日 幹事会 今後の進め方について

平成23年12月12日 政策討論会 常任委員会へ提出 3件
①定住促進に関する奨励金制度についての提言
②「湯っくらーと」の指定管理者制度の運営の提言
③リフレッシュ農園の今後のあり方についての提言

平成25年2月14日 幹事会 ペットボトル事業に係る提言

平成25年4月8日 政策討論会 ペットボトル事業に係る提言の今後のあり方について

平成25年5月 市長あて提言書の提出

平成25年10月15日 幹事会 政策提言提出までのフローチャート、
提言書（素案）様式及び提言書様式の内容について

平成25年11月25日 幹事会 付属機関の設置に関する例規についての提言（素案）

平成25年12月5日、13日 政策討論会 付属機関の設置に関する例規についての提言（素案）

平成25年12月13日 〃 市長あて提出

平成27年12月22日 結婚支援事業に係る提言書の提出

平成29年2月13日,15日,20日 幹事会 嬉野市文化の香り高い読書のまち活動推進条例について

平成29年2月15日,24日 政策討論会 嬉野市文化の香り高い読書のまち活動推進条例について

平成29年6月19日 嬉野市文化の香り高い読書のまち活動推進条例が可決

平成29年10月3日 嬉野市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の特例に関する
条例が可決

平成29年10月31日,11月7日 幹事会 嬉野市おもてなし条例について

平成29年11月2日,7日 政策討論会 嬉野市おもてなし条例について

平成29年12月15日 嬉野市おもてなし条例が可決



☆条例の位置付け

・議会の基本を定める規範

・議会及び議員のあり方の理念

☆見直し手続き

・議会改革状況の検証と報告書の作成

・条例改正の沿革（一部改正）

「基本条例制定・改正の沿革」参照

市
民

議
会

行
政

第９章 条例の位置付け及び見直し手続



基本条例等制定・改正の沿革 その１

年 月 内 容

平成21年5月

議会基本条例(案)及び政治倫理条例(案)に対する意見募集

大村市議会 議会報告会の視察

第13回議会制度改革特別委員会(意見募集結果とその対応について)

議員全員協議会(意見募集結果とその対応について)

平成21年6月
議会全員協議会(議会基本条例、政治倫理条例の発議について)

議会基本条例、政治倫理条例可決

平成23年9月
議会基本条例の一部を改正する条例可決
(政務調査費の積極的公開・議会研修の充実強化)

平成24年9月

議会基本条例の一部を改正する条例可決
(議会の議決すべき事件・条例の位置付け等)

委員会条例の一部を改正する条例可決(委員会の公開)

会議規則の一部を改正する規則可決(押しボタン式投票による表決)



基本条例等制定・改正の沿革 その２

年 月 内 容

平成24年12月

議会基本条例の一部を改正する条例可決
(「政務調査費」を「政務活動費」に改正等)

会議規則の一部を改正する規則可決
(本会議においても公聴会・参考人制度の活用ができる旨の規定内容追加)

平成26年12月
議会基本条例の一部を改正する条例可決
(請願及び陳情の提案者の意見を聴く機会を設けることができる旨を規定等)

平成27年3月
議会委員会条例の一部を改正する条例可決
(組織機構改革に伴い、委員会所管事項を変更)

平成27年9月

議会基本条例の一部を改正する条例可決
(議決すべき事件の拡大（基本計画に準ずる計画）の規程を追加)

議会会議規則を改正する規則可決(出産に関する欠席の規程を追加)

平成27年12月

議会基本条例の一部を改正する条例可決
(政策提案に関する規程を追加)

政治倫理条例の一部を改正する条例可決
(有権者及び議員の説明会開催請求権の規程を追加)

平成29年6月 嬉野市文化の香り高い読書のまち活動推進条例可決

平成29年10月
嬉野市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の特例に
関する条例可決
(議員が会議を欠席した期間に応じて、議員報酬・期末手当を減額)



基本条例等制定・改正の沿革 その３

年 月 内 容

平成29年12月 嬉野市おもてなし条例可決

平成30年10月
嬉野市監査委員条例の一部を改正する条例可決
(平成31年4月から議選監査委員を選出しないこととした)

平成31年3月
議会委員会条例の一部を改正する条例可決
(組織機構改革に伴い、委員会所管事項を変更)

令和2年1月 嬉野市議会基本条例の一部を改正する条例可決

令和2年3月 議会の委任による市長の専決処分に関する条例の一部を改正する条例可決

令和2年6月 嬉野市政治倫理条例の一部を改正する条例可決

令和3年3月 嬉野市議会会議規則の一部を改正する規則可決

令和3年6月 嬉野市議会委員会条例の一部を改正する条例可決



議会ＩＣＴ化の取組み

年 月 内 容

平成30年4月 第1回 議会ICTに関する特別委員会

令和元年9月 嬉野市議会ICT化推進基本計画を策定

令和2年8月 ペーパーレス会議システム「moreNOTE」を全議員がインストール

令和2年9月 9月議会よりmoreNOTEにて議案書等を配布（当面は書類と両方で配布）

令和3年8月 嬉野市議会情報通信機器使用基準の策定

令和4年4月 パソコン（2in1タイプ）を全議員に貸与

令和4年9月 嬉野市議会会議規則の一部改正を議決（情報通信機器を会議等で使用可）



議会改革状況評価表 （令和３年１２月の例）

NO 項 目 該当条文 条例の主旨及び内容

審 査

評価意見又は要望等
評 価

今後の
取 組

１ 目的 第1条 第1項

２
議会の活動原
則

第2条 第1項

第1号 開かれた議会 ○ 継続

第2号 市政に反映するための運営 ○ 継続

第3号 わかりやすい説明、広報 ○ 継続

3
議員の活動原
則

第3条 第1項 第1号～3号

４ 災害時の対応 第4条

第1項 防災活動及び減災活動 ○ 継続
転倒堰の管理について、議会とし
ても継続して注視してほしい。

第2項 災害対策支援本部要領の遵守 ✕ 努力

議会と行政との情報共有を徹底
して、議員の個人的な言動を控え
て、議会としての統一された行動
を執ってほしい。

５
市民参加及び
市民との関係

第5条

第3項
公聴会及び参考人制度の活用 ○ 継続

第4項

第5項 政策提案の拡大 ○ 継続

防災広場について、過去に執行
部は、市内に複数個所の設置の
方針を明らかにしていた。大規模
災害が例年のように発生する状
況であるから、早期の整備を議
会からも提言してほしい。

６ 議会報告会 第６条 第1項 △ 努力

議会としての報告会の他に、議
員としての活動の報告会につい
ては、地元だけではなく、嬉野市
の議員なのだから市内全域の各
地区において実施し、市民との関
係を公平にするよう努めてほしい。



NO. 項 目 該当条文 条例の主旨及び内容

審 査

評価意見又は要望等
評 価

今後の
取 組

7

議会と市長等
執行機関の関
係

第7条 第1項

第1号 一問一答方式 ○ 継続

第２号 反問権 ○ 継続
反問権の定義の精査・整理を
すべきではないか。

第3号 閉会中の文書質問 △ 努力

第4号 口頭要請に係る文書作成 △ 努力

8
議会の議決
すべき事件

第8条 第1項

第１号

第2号

第3号

9
議会審議にお
ける論点情報
の形成

第9条 第１項 第1項～第7項

10
予算及び決算
における政策
説明

第10条 第1項

11
議員間の討議
による合意形
成

第11条

第1項

△ 検討

第2項

12 政策討論会 第12条

第1項

△ 努力

第2項



NO. 項 目 該当条文 条例の主旨及び内容

審 査

評価意見又は要望等
評 価

今後の
取 組

13 政策提案 第13条 第1項 △ 努力

政策提案、提言の方法・手段等
を、議会の機能として、議員のス
キルとして確立することを期待
する。

14
政務活動費の
執行及び公開

第14条

第1項 法令遵守 ○ 継続

嬉野市議会においては、報道に
取上げられているような事はなく、
政務活動費を適正、厳格に使わ
れていることは分かった。不用
額・返還金があるとのことだが、
「政務活動費をおろそかにして
いる」のではとの疑念を抱かれ
ないように、使い切る政務活動
をしてほしい。

第2項

情報公開 ○ 継続第3項

第4項

15
議会による研
修の充実強化

第15条

第1項

△ 検討

第2項

16
議会事務局の
体制整備

第16条 第１項 △ 努力

人事に係る市長と議長(議会事
務局長、書記等の任命権者)の
協議については、従前(前市長
の時)に協議したとおり、厳格に
「事前協議」として実施するよう、
議会として継続して取り組んで、
事務局機能の強化を図り、議会
機能の強化に努めてほしい。



NO. 項 目 該当条文 条例の主旨及び内容

審 査

評価意見又は要望等
評 価

今後の
取 組

17
議会広報の
充実

第17条 第1項 ○ 継続

行政情報誌、文書が集中する配
送日に、議会だよりも届けられる。
班分け等を行い、各世帯への配
付業務を請け負っている区長と
しては、量が大きく、重く、大変苦
労している。発効日の調整がで
きないか、検討してほしい。

18
議会図書室の
充実

第18条 第1項 ☓ 努力

新庁舎の検討がなされている状
況だから、市の議会の「議事堂」
として、庁舎に備えるべき議場、
議長室、副議長室、応接室、各
常任委員会室、会議室、事務局
室などの充実・整備と、この議会
図書館の充実に向けた各論も、
しっかりとまとめて執行部に要
望・提言し、町の遺産から脱却し
た市議会としての機能充実を図
るべきではないか。

19 予算の確保 第19条 第1項 △ 努力

議会の活動の計画を立てて、こ
れに必要な予算の積算等に、直
接的に関与する方法・手続を検
討して、議会としての予算(事務
局の予算ではいけない。)を確保
し、活動の活性化に努めてほし
い。



NO. 項 目 該当条文 条例の主旨及び内容

審 査

評価意見又は要望等
評 価

今後の
取 組

20
議員の政治
倫理

第20条 第１項 ○ 継続

21 議員定数 第21条

第1項

○ 継続

第2項

22 議員報酬 第22条

第1項

△ 検討

第2項

23
条例の位置
付け等

第23条

第1項

○ 継続第2項

第3項

24 見直し手続 第24条

第1項

○ 継続

規定による定例の見直しの他、
常に議会改革を意識し、見直しの機会
をより多く設けて、充実・整備を行ってほ
しい。

第2項

第3項



年度 件数 人数 内、嬉野市内宿泊人数 ほか

平成22年度 22件 189名 98名 視察の際、宿泊を要件とする

平成23年度 18件 175名 92名

平成24年度 37件 288名 225名

平成25年度 22件 181名 132名

平成26年度 26件 231名 150名

平成27年度 14件 108名 96名

平成28年度 9件 75名 59名

平成29年度 7件 64名 56名

平成30年度 9件 58名 22名

平成31年度
(令和元年度)

4件 30名 14名

令和4年度 2件 20名 8名

嬉野市議会視察来庁年度別状況（平成２２年～令和4年度 議会対応分のみ）



嬉野市議会視察来庁状況 平成30年度の議会対応分

NO. 月・日 議会名 人数 研修項目 市内
宿泊

備考

1
平成30年
5月15日

石川県
能美市

7 議会基本条例の検証について 有

2
平成30年
5月21日

福岡県
大刀洗市

6
議会だよりの編集・発行について
その他、議会広報編集特別委員会の所管に関すること

無

3
平成30年
7月3日

神奈川県
葉山市

3 議会基本条例の検証について 有

4
平成30年
8月7日

長崎県
松浦市

9 議会だよりの編集・発行について 無

5
平成30年
8月21日

大分県
中津市

10
議会だよりの編集・発行について
市民との意見交換会（議員とかたろう会）について

無

6
平成30年
10月17日

千葉県
東金市

6
嬉野市文化の香り高い読書のまち活動推進条例につい
て

有

7
平成30年
11月6日

大分県
津久見市

6 本会議主義について 有

8
平成31年
2月5日

山口県
山陽小野田市

3 議会だよりの編集について 無

9
平成31年
2月5日

岐阜県
各務原市

8 議会改革について 無

平成30年度 計 58名 9件 内、嬉野市宿泊者 22名



嬉野市議会視察来庁状況 令和元年・令和４年度の議会対応分

NO. 月・日 議会名 人数 研修項目
市内
宿泊

備考

1
令和元年
7月3日

愛媛県
四国中央市

9 議会運営について 有

2
令和元年
8月6日

熊本県
菊池市

5 議会広報の編集・発行状況について 有

3
令和元年
8月29日

福岡県
大川市

8 議会改革について 無

4
令和4年
11月17日

宮崎県
日南市

8

議会選出の監査委員の廃止について
長期欠席した議員の報酬の減額について
その他議会改革の取組について

有

5

令和5年
2月16日 佐賀県

神埼市
12 議会タブレットの導入について 無

令和元年度 計
令和 4年度 計

22名
20名

3件 内、嬉野市宿泊者 14名
2件 内、嬉野市宿泊者 8名



これまでの嬉野市議会への評価

年 度 内 容

平成22年度
日経グローカル 議会改革度評価

全国 第9位

平成24年度

日経グローカル 議会改革度評価
全国 第3位

早稲田大学マニフェスト研究所
北川教授チームの視察来訪

平成26年度

「地方議会人」の議会広報クリニックで
好評を受ける
日経グローカル 議会改革度評価

全国 第9位

平成26年度
ぎょうせい「月刊ガバナンス」７月号に
議会改革度で評価を受ける

平成30年度
議会活力度調査（日本経済新聞社調
査）で全国 第14位



今後の嬉野市議会・・・

・市民の声に耳を傾ける
・議会改革のパートナー

市 民 議 会

協 働

地域主権 首長の権限拡大

二元代表制
議会のレゾンデートル

（存在意義）

パワーバランス

自由闊達な議論

論点・争点の明確化



嬉野市議会のモットー

議員が変われば議会も変わる。

議会が変われば行政も変わる。

行政が変われば嬉野市は変わる。

会して議し 議して論じ

論じて決し 決して行う

愚直にそして確実に議会改革！！


